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１．計画の目的 
   

（１）背景 
本市の地形は比較的平坦であることや狭隘な道路事情、中心部の交通事情などに

より自転車を利用する方が多く、県内他市と比較しても交通手段に占める自転車利

用の割合が高い傾向にあります。 
自転車は主に通勤通学や買い物、サイクリングに利用されていますが、近年は、

環境や防災への意識の高まりを背景に、身近な移動手段として自転車の役割が見直

されており、その利用ニーズが高まっていることから、安全で快適な自転車利用環

境の充実を目的として、平成 24 年 11 月に国土交通省・警察庁より「安全で快適

な自転車利用環境創出ガイドライン」が策定されたことから、本市では平成 27 年

6 月に「市川市自転車走行空間ネットワーク整備計画」を策定しました。 
その後、「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間

の早期確保」に向けた方策について、平成 28 年 7 月にガイドラインが改定 1され

たことから、その考え方を参考として、本市の整備計画を改定しました。 
また、本市では自転車に関わる交通事故の割合も高く、自転車の運転マナー向上

を求めるニーズも多いことから、平成 23 年 4 月に「市川市自転車の安全利用に関

する条例」を制定し、自転車安全利用意識の向上に取り組んでいます。 
 
（２）目的 

自転車走行空間を計画的に整備することで、自転車利用者と歩行者が安全で快適

に目的地へアクセスできる交通環境の実現に向け、本計画を策定しました。 
 
（３）用語の定義 
   「自転車道」 
    自転車が通行するため、縁石線又は柵等の工作物により区画して設けられる道路

の部分。 
   「自転車専用通行帯」 

自転車が通行するために指定された車両通行帯。（自転車レーン） 
「自転車歩道通行可」 
 道路交通法により指定された自転車が通行できる歩道。（道路交通法第 63 条の 4） 
「ピクトグラム」 

絵文字や絵単語。何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイ

ン）の一つを指し、本計画において自転車の絵文字と矢印を指す。 

                                                   
1 主な改定内容として、段階的な計画策定方法の導入、暫定形態の積極的な活用、路面表示の 
仕様の標準化、自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入等。 
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２．自転車利用の現状と課題 
 
（１）交通手段に占める自転車利用の割合 

 
 本市は都心から 20km 圏にあり、都心へ通勤・通学する方が多いことから、鉄道駅へ

向かう交通が集中します。また、狭隘な道路事情や市内中心部の交通事情などにより、自

転車を利用する方が多く、県内他市と比較して交通手段に占める自転車分担率が高い傾向

にあります。 
 

 

交通手段分担率 
 

    
自転車分担率の比較 

 
資料：「平成 20 年東京都市圏パーソントリップ調査」より作成 
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（２）自転車関連事故の推移 
 

自転車関連事故件数は、平成16年以降減少しており、10年間で60%以上減少しました。

しかしながら、交通事故件数に占める自転車に関連した割合は依然として高く、千葉県全

体では約 22％であるのに対して、市川市では約 34％を占めています。 
また、近年では自転車が加害者となり、高額な賠償を請求された事例も発生しています。 
 

 
市川市における自転車関連事故件数推移 

 
平成 27 年自転車関連事故率の比較 

 
資料：千葉県警察本部「平成 27 年交通白書」 
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（３）自転車走行空間の現状（平成 25 年 12 月） 

 
 

江戸川サイクリングロード 

南行徳駅 

 

行徳駅 

 

市川駅 

 
本八幡駅 

 

自転車道 

 

妙典駅 

 

 自転車走行空間のうち、自転車道、自転車歩道通行可の路線図は、以下のとおり

です。 

市川大野駅 

 

二俣新町駅 

 

市川塩浜駅 

 

南部地域の緑と水辺の拠点 

行徳野鳥観察舎 

福栄ｽﾎﾟｰﾂ広場 

三番瀬など 

歴史・考古博物館 

国府台公園 

じゅん菜池緑地 

里見公園 

北東部地域の緑の拠点 

 

北西部地域の緑の拠点  

 

歴史・文化の拠点 

 

広尾防災公園 

大洲防災公園 
東山魁夷記念館 

法華経寺 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ 

動植物園 

観賞植物園 

少年自然の家 

：自転車道            約 5km 

：江戸川サイクリングロード    約 12km 

：自転車歩道通行可路線     約 35km 
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（４）自転車利用に対する課題 
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３．目標と方針 
   

自転車に関する交通事故を減らし、安全で快適な自転車走行空間ネットワー

クを形成するため、目標と基本方針を以下のとおり定めます。 
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 ４．整備形態の選定 
 

  自転車が安全で快適に走行するためには、歩行者や自動車と分離した走行空間を確保

することが必要です。そのため、都市計画道路や既存の広幅員道路などについては、視

覚的に分離された自転車専用通行帯を中心として自動車の速度や道路状況などに応じ

た整備形態を検討します。 
 
  

A 自転車道      縁石線等による構造的な分離 
B 自転車専用通行帯  白線やカラー舗装による視覚的な分離 
C 車道混在      自転車の通行位置を示すピクトグラムと矢羽根の設置 
 
 

自転車走行空間の基本的な整備形態の選定

道路空間の再配分により

幅員２m以上確保できる

A 自転車道
B 自転車専用通行帯

（自転車レーン）

C 車道混在

自動車の速度が

50km/h超

道路空間の再配分により

幅員１．５ｍ以上確保できる

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

※幅員１．５m以上確保できる場合は

選択可能

※幅員２．０m以上確保できる場合は

選択可能

自動車の速度が40km/h超

または

自動車交通量が4,000台/日超

いいえ

はい

※自動車の速度については

規制速度、必要に応じて実勢速度
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2自転車同士の速度差による危険性、分離工作物による威圧感を軽減するため 
3「市川市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例」 

通
行
方
法 

  
双方向通行 

（規制により一方通行） 
 

 
一方通行 

（車道の左側通行） 

 
一方通行 

（車道の左側通行） 
 

幅
員 

2.0ｍ以上 
（2.5ｍ以上が望ましい 2） 

1.5m 以上 
（やむを得ない場合舗装

部分が 1.0ｍ以上） 

― 

特
徴 

構造分離されているため

安全性が高いが、整備費

用や自転車同士が十分に

すれ違える道路幅員の確

保、交差点の処理が課題

となる。 

車道で自動車と同方向に

一方通行であるため、安

全に自転車の走行性能を

発揮しやすいが、駐車車

両により妨げられやす

い。 

整備が容易で通行方法

の周知に効果的だが、自

動車との接触の危険性

があり、駐車車両により

妨げられやすい。 

関
連
条
例
・
関
連
法 

道
路
構
造
条
例

3 

自転車道 
（第 2 条第 1 項第 2 号） 
 

車道 
（第 2 条第 1 項第 4 号） 

車道 
（第 2 条第 1 項第 4 号） 

道
路
交
通
法 

自転車道 
（第 2 条第 1 項第 3 号の

3、第 63 条の 3） 

車両通行帯 
（第 20 条第 2 項） 

車道 
（第 2 条第 1 項第 3 号、

第 17 条の 2、第 18 条第

1 項） 

3 

B 自転車専用通行帯 
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５．路線の選定 
 
 自転車走行空間のネットワーク路線を選定するにあたり、「安全で快適な自転車利用

環境創出ガイドライン」（国土交通省・警察庁）の考え方を基に以下の要素を適宜組み

合わせて選定します。 
 なお、対象路線外についても必要に応じて自転車走行空間の整備を検討します。 

 
 

 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．自転車道・自転車歩行者道の種類 
 

江戸川サイクリングロード 

市川駅 

 

歴史・文化の拠点 

 

行徳駅 

下総中山駅 

妙典駅 

市川塩浜駅 

法華経寺 

東山魁夷記念館 

南部地域の緑と水辺の拠点 

行徳野鳥観察舎 

福栄ｽﾎﾟｰﾂ広場 

三番瀬など 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ 

動植物園 

観賞植物園 

少年自然の家 

東京外郭環状道路 

（都）３・４・１８号（浦安鎌ケ谷線） 

（都）３・３・９号（柏井大町線） 

南行徳駅 

本八幡駅 

市川大野駅 

大洲防災公園 

：骨格路線 

：市外骨格路線 

：既存路線 

市川橋 

今井橋 

北千葉道路 

駅周辺へのネットワーク形成 

江戸川区 

歴史・考古博物館 

国府台公園 

じゅん菜池緑地 

里見公園 
葛飾区 

広尾防災公園 

「市川市自転車走行空間ネットワーク基本構想」（平成 25 年 12 月）骨格路線 
比較的長い移動を担い、積極的に自転車交通を誘導可能な路線を骨格路線とします。 

北東部地域の緑の拠点 

 

北西部地域の緑の拠点  

 

浦安市 

船橋市 

松戸市 

国道 357 号 

市道 0101 号
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 ※都市計画道路については、事業に合わせて自転車走行空間の整備を検討します。 
また、サイクリングルートや歩道活用区間は、当面既存活用とします。 

「市川市自転車走行空間ネットワーク」 
骨格路線と一体となってネットワークを形成する路線を以下に示します。 

20120995
線

20120995
タイプライターテキスト
0132
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路線名 区間 延長（km） 車道幅員 道路幅員 現況 短期（～5年） 中期（～10年） 長期

1 国道14号 市川橋～高石神（千葉街道） 4.7 17.3 25.0 歩道活用 専用通行帯

2 国道298号 北国分～高谷（外環） 10.3 - 60.0 事業中 自転車道

3 国道357号 二俣～塩浜（湾岸道路） 6.0 - 100.0 歩道活用 自転車道

4 県道1号 市川～国府台（松戸街道） 2.6 8.6 12.0 専用通行帯

5 県道51号 八幡～曽谷 3.0 6.8 10.7 専用通行帯

6 県道59号 高石神～若宮（木下街道） 2.3 7.2 7.2 専用通行帯

7 県道179号 高谷～妙典（妙典橋） 1.3 7.5 12.0 事業中 歩道活用

8 県道180号 若宮～堀之内 3.1 8.1 14.3 専用通行帯

9 県道283号 市川広小路～二俣（産業道路） 4.9 11.1 16.5 歩道活用 専用通行帯

38.2 15.6 11.6 0 26.6

1 0120号 R14～京成八幡踏切 0.2 9.5 16.2 車道混在 専用通行帯

2 0106号他 浦安市境～妙典橋（新浜通り） 3.6 9.5 18.1 専用通行帯

3 0122号他 R14～真間小　（市川手児奈通り） 0.9 6.0 9.7 車道混在 専用通行帯

4 0104号 R357～行徳バイパス（行徳駅前通り） 1.8 10.5 20.3 歩道活用 専用通行帯

5 0234号他 姫宮団地入口～大柏出張所前通り 0.9 7.7 22.3 自転車道

6 0132号 北国分駅北側交差点～堀之内3 0.5 11.9 19.9 専用通行帯

7 1344号 堀之内3～堀之内5 0.5 9.2 16.2 専用通行帯

8 9420号他 旧江戸川遊歩道沿い 5.0 6.0 6.0 車道混在

9 0117号 R14～市川インター北(ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ通り) 1.2 13.0 20.0 歩道活用 専用通行帯

10 0131号 八幡1～東菅野5（都市計画道路3・4・18号） 1.5 9.0 20.0 歩道活用 専用通行帯

11 0101号 相之川交差点～R357（南行徳駅前通り） 2.4 20.3 28.4 専用通行帯

12 0118号 南八幡4（本八幡南口通り） 0.5 6.5 11.7 車道混在 専用通行帯

13 0126号 東菅野4～大柏橋(ｱｰｾﾅﾙ通り) 1.2 8.1 15.3 歩道活用 専用通行帯

14 0108号 行徳バイパス～塩焼2 0.8 9.4 15.5 専用通行帯

15 6161号他 江戸川サイクリングロード 12.0 - 4.0 歩道活用

16 0203号 南行徳駅～妙典駅（東西線南側自転車道） 3.1 4.5 8.4 自転車道

17 0109号 加藤新田～行徳バイパス（ｶﾞｰﾃﾞﾅｰﾛｰﾄﾞ） 1.6 9.0 15.0 専用通行帯

18 0202号 南行徳駅～妙典駅（東西線北側自転車道） 3.1 4.7 8.6 自転車道

19 0105号 塩浜3-10～塩浜2-7 0.9 8.1 16.1 専用通行帯

20 0116号 二俣465～原木2526 1.0 11.2 16.1 歩道活用 専用通行帯

21 0114号 原木3-1046～二俣717 1.6 14.0 17.1 専用通行帯

22 0127号 大柏橋～鎌ヶ谷市境 2.6 8.0 15.4 歩道活用 専用通行帯

23 0208号 富浜3-2～末広2-4 0.7 7.0 15.2 専用通行帯

24 0103号 千鳥町12～塩浜1-14 2.2 15.1 18.6 自転車道

25 9398号 市川塩浜駅～塩浜工業団地 0.9 8.5 16.1 歩道活用 専用通行帯

26 0115号 二俣新町5～二俣新町17 1.2 15.0 40.0 自転車道

27 0209号 本行徳2554～高浜7 0.5 12.0 19.6 専用通行帯

28 9404号 塩浜2～市川塩浜駅 0.6 8.9 16.1 専用通行帯

29 0112号 高谷1-412～高谷新町16 3.8 9.0 18.0 専用通行帯

30 0102号 R357塩浜交差点～海 0.4 22.1 30.2 歩道活用 専用通行帯

b 市道小計 57.2 28.8 16.9 10.4 13.3

a+b 合計 95.4 44.4 28.5 10.4 39.9

車道混在 6.6 6.6 0 0

自転車専用通行帯 29.7 9.4 10.4 9.9

自転車道 4.3 0.9 0 3.4

対象路線表 標準幅員（調査地点） 整備計画（整備形態・整備時期）

a 国県道小計

市道

 ※整備形態については、路線・区間毎に関係機関との協議を行った上で確定します。 
 

 ネットワークを形成する路線のうち、路線の選定要素を考慮して、優先度の高い 
路線から整備の対象路線に位置付けます。 
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６．路面表示の規格 

 
  本市における走行空間の路面表示は、自転車の走行性に配慮して以下の通りとします。 
ただし、実際の整備においては関係機関との協議により一部変更される場合があります。 

 
・自転車のピクトグラム 
  自転車道、自転車専用通行帯、車道混在には、法定外表示である自転車のピクトグ

ラムと矢羽根を設置します。 
ピクトグラムは、自転車の進行方向に対して左向きとし、進行方向を示す矢印との組

み合わせを標準として、色彩は白系色を基本とします。 
  矢羽根の色彩は青系色を基本とし、夜間の視認性を向上させる必要がある場合は、

縁に白線の表示をします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ピクトグラム             矢羽根 
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Ａ 自転車道 
 

自転車道は一方通行を基本とします。双方向自転車道は、以下の条件を全て満たす場

合に暫定的に整備するものとします。 
① 一定の区間長で連続性が確保されていること 
② 区間前後・内に双方向通行の自転車道が交差しないこと 
③ 区間内の接続道路が限定的で自転車通行の連続性・安全性が確保できること 
④ ネットワーク区間概成段階で一方通行の規制をかけることができること 
構造は、歩行者や自動車からの視認性を考慮して、柵や植栽などの連続した遮蔽物を

できる限り設けないものとし、曲線部または屈曲部は、自転車の走行性に配慮したシフ

ト比とします。 
 

 

 
 
 

資料：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 
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Ｂ 自転車専用通行帯（自転車レーン） 
 

自転車専用通行帯には、白線の他に、経済性や排水性、夜間の視認性を考慮して車道

側片側に青のカラー舗装を表示します。 
 
（１）標準型  

自転車専用通行帯の規格については、自動車との接触の危険性の他、速度差による

風圧と威圧感を軽減するため、舗装部分の幅員１．５ｍ以上を標準とします。 
 
（２）最小型  

   道路空間の再配分を行っても１ｍ以上の幅員が確保できない場合においては、排

水構造物を狭小型にすることで自転車の走行空間を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)標準型イメージ図           (2)最小型イメージ図 
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幅員１５ｍの道路に自転車専用通行帯を設置する構成例 
 

Ｃ 車道混在 

 

車道混在型の路面表示は、ピクトグラムは５０ｍ間隔、矢羽根は１０ｍ間隔に設置

し、交差点付近や自転車の交通量が多い区間等では設置間隔を密にします。 

寸法は、排水構造物を除いた部分に幅 0.75ｍ以上、長さ 1.5ｍ以上を表示し、必要

に応じて幅 0.75ｍ、長さ 0.6ｍまで縮小します。 

 

 

 

 ピクトグラム        矢羽根 

 

 

 

資料：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 
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整備イメージ 
 
路面表示の寸法について 
路面表示の寸法による効果を分析した研究では、一般に必要とされる反応時間 2 秒を確保す

るには、自転車の平均速度 15km/h と想定すると横 1m に対して縦 2m 程度必要となることか

ら、横：縦＝1：2 を標準比としました。 
 
資料：道路政策の質の向上に資する技術研究開発 成果報告レポート Ｎｏ．２０－３ 

「自転車等の中速グリーンモードに配慮した道路空間構成技術に関する研究」 

車道混在の表示位置 
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７．交差点部・特殊部の設計 
 
（１）交差点部における設計方針 

 歩行者、自転車、自動車の分離を図るため、交差点部の分離形態については、できる限

り連続性のある自転車走行空間の確保に努め、交差点を超えたところまで路面表示を設置

するなどの処理を基本とします。 
一方通行自転車道や自転車専用通行帯では、通行方向を明確化する路面表示を設置し、

暫定形態の双方向自転車道では、交差点内の交錯や逆走が起こらないよう、自転車のピク

トグラムと矢羽根を活用した設計とします。 
 

Ａ 自転車道 
 
 自転車の走行空間であることを明確化するため、交差点から５ｍ程度は青系色のカ

ラー舗装とピクトグラムを表示します。 
 自転車道と車道の分離工作物の視認性向上を図るため、端部では必要に応じてポー

ル等の設置をします。 
 
 
  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

一方通行自転車道の 

整備イメージ 
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B 自転車専用通行帯  Ｃ 車道混在 
 
 交差点部には、自転車のピクトグラムと矢羽根を表示します。 
 交差点部の矢羽根は２ｍ間隔で表示し、必要に応じて縁に高輝度タイプの白線を加

えます。 
 自転車専用通行帯の停止線は、自動車からの視認性を考慮して前出しします。 
 左折巻き込み事故防止のため、必要に応じてポール等を設置します。 

 
  
 

 

 

 

整備イメージ 

 

 

資料：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 
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（２）交差点部において空間確保に制約がある場合の考え方 
 

右折レーンなどにより自転車走行空間を連続的に確保することが困難な場合、 
以下の手法により自転車走行空間を連続的に確保します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

右折レーンがある交差点の整備手法選定フロー

道路空間の再配分により

幅員１．５ｍ以上確保できる

自転車専用通行帯（自転車レーン）

車道混在（暫定形態）

車線や右折レーンの

縮小ができる

はい

いいえ

はい

いいえ

右折レーンを廃止できる
はい

歩道の縮小ができる

いいえ

はい

いいえ

※道路空間の拡幅等による

完成形態に向けた検討
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（３）バス停や荷捌きなどの停車需要がある場合の考え方 
 

自転車走行空間を連続的に確保するにあたり、バス停や商店前、タクシー待機場などに

より停車需要がある箇所においては、乗降客や停車車両との交錯を避けるための整備形態

とします。また、荷捌きや送迎などの停車が多い箇所においては、停車スペースの確保を

検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ 自転車道 
 バス停前の駐停車を防止するため、必要に応じてバスの停車空間を明確化します。 
 バス停前では歩行者の横断を優先させるため、注意喚起の路面表示を設置します。 

 

バス交通が多くない又は道路幅に余裕がない場合 

 
バス交通が多く道路幅に余裕がある場合 

バス停付近の路面表示の例 
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荷捌きや送迎などの停車が多く道路幅に余裕がある場合 
 

Ｂ 自転車専用通行帯 
 
 バス交通が多い箇所では、乗降客やバスとの交錯を避けるため、乗降場の設置を

検討し、その設置が困難である場合においては、自転車専用通行帯を打ち切り、

自転車利用者に停止を促す路面表示を設置します。 
 自転車専用通行帯上の駐停車車両により自転車の通行が妨げられることを防ぐた

め、警察との連携により、取締りの強化やポールの設置等による駐車対策を検討

します。 
 

 
バス交通が多く道路幅に余裕がある場合 

 
バス交通が多くない又は道路幅に余裕がない場合 
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８．その他の配慮事項 

 

１．自転車走行空間の整備にあたっての配慮事項 

 

（１） ・通行の妨げとなる段差や側溝を改良することで、滑りにくく走行しやすい 

構造に努めます。 

・自転車が二段階右折するための滞留スペースの確保に努めます。 

 

 

 
資料：国土交通省・警察庁（平成 24 年）「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

 

 

（２） ・細街路との交差部では、必要に応じて自転車の通行位置と方向を明確化する 

路面表示や看板等を設置します。 

 

・交差点部の隅切りや遮蔽物の撤去を行い、見通しを確保することで出会い頭事

故の防止に努めます。 
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２．自転車利用ルールの周知徹底 

 

（１） 自転車走行空間の整備に合わせて啓発看板の設置や広報活動などを行い、自転車

利用者や周辺自治会、学校などへ周知を図ります。 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ルールの周知看板例 

 

（２）整備対象外となる道路幅の狭い路線については、歩行者・自転車・自動車が交錯し

ていることから、ゾーン30などの自動車の速度を落とす施策と共に、自転車の左側

通行を呼びかける路面表示や啓発看板などを設置することで、ルールの周知に努め

ます。 

 

 

路面表示や啓発看板の例 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

３．計画の評価 

 

（１）整備効果を把握するため、必要に応じて、自転車走行空間の整備前後の通行実態を

調査します。（自転車の通行位置、方向、交通量等） 

 

 

（２）本計画の着実な実現に向けて、市の諮問機関による進捗状況の点検、評価、見直し

などを行います。 
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市川市自転車走行空間ネットワーク整備計画 

市川市 道路交通部 交通計画課 
〒２７２－００３３ 
 市川市市川南２丁目９番１２号 
ＴＥＬ 
 ０４７－７１２－６３４１（直通） 
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